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第５章 良好な景観の形成に関する施策 

５－１ 景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針 

 

１． 景観重要建造物 

（１）指定の方針 

 

 

（２）指定の基準 

 

※ 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財に指定又は仮指定された建造物については、現状変更に対し、

景観法よりも厳しい規制が課せられていることから、適用の対象外とします。 

  

大福院（第１号／2017.7.26 指定） 
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２．景観重要樹木 

（１）指定の方針 

 

 

（２）指定の基準 

 

※ 文化財保護法の規定により特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物に指定又は仮指定された樹木に

ついては、景観法よりも厳しい現状変更の規制が課せられていることから、適用の対象外とします。 
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５－２ 公共施設等の整備に関する事項 

１． 公共事業の実施方針 

 

① 地域の景観形成の先導的役割を果たす 

 

② 風土や歴史、文化など地域の景観形成の文脈に配慮する 

 

③ 自然との共生や生態系の保全などに配慮する 

 

④ 機能性とともに安全性や快適性の確保に配慮する 

 

⑤ 適切な維持管理により良好な景観ストックを蓄積する 

 

⑥ 関連事業との整合性の確保と相乗効果を目指す 
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２．景観重要公共施設の整備に関する事項 

 

（１）景観重要公共施設の位置づけ 

 

 主な選定基準 

道路等 

 

 

公園・緑地 

 

河川・水路等 
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（２）景観重要公共施設の整備・活用等の方針 

 

ⅰ）道路等（道路、橋梁、高架橋等） 

 

ⅱ）公園・緑地 

 

ⅲ）河川・水路等 
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５－３ 景観農業振興地域整備計画の策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


